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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ及びセンサ表面を有する離れた光学結像系の光学焦点の遠隔測定の測定システム
であって、
　光の発光パターンが前記離れた光学結像系の前記レンズの前にある既知の焦点面で焦点
が合うように前記発光パターンを投射するための光投射デバイスと、
　前記光投射デバイスと前記既知の焦点面との間において前記光投射デバイスの光軸と少
なくとも部分的に一致する光軸をもつ、前記離れた光学結像系の前記センサ表面上の前記
発光パターンの反射の画像を記録するためのカメラと、
　前記離れた光学結像系の焦点距離を測定するために前記センサ表面上で反射された前記
の記録された発光パターンのシャープネスを決定するための画像処理ユニットとを有する
、測定システム。
【請求項２】
　前記光投射デバイスは、異なる焦点面での１よりも多い発光パターン、又は、既知の態
様が前記焦点面の位置の関数として変化する連続的な発光パターンを同時に生成するよう
に構成される、請求項１に記載の測定システム。
【請求項３】
　前記光投射デバイスは、異なる焦点面で１よりも多い発光パターン、又は、既知の態様
が前記焦点面の位置の関数として変化する連続的な発光パターンを有する光フィールドを
生成するためのマイクロレンズアレイを有する、請求項２に記載の測定システム。
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【請求項４】
　異なる焦点面で１よりも多い発光パターンを同時に生成するためにプロジェクタの後方
の異なる距離で異なるスライドのスタックを有する、請求項２に記載の測定システム。
【請求項５】
　前記光投射デバイスは、異なる焦点面での１よりも多い発光パターン、又は、既知の態
様が前記焦点面の位置の関数として変化する連続的な発光パターンを同時に生成するため
に異なる距離で異なる特性をもつ光フィールドを生成する回折要素を有する、請求項２に
記載の測定システム。
【請求項６】
　前記カメラ及び前記光投射デバイスの前に配置された共通のマイクロレンズアレイを有
する、請求項５に記載の測定システム。
【請求項７】
　前記カメラは、光フィールドカメラである、請求項２－６のうちいずれか一項に記載の
測定システム。
【請求項８】
　前記光投射デバイスは、赤外線を投射する、請求項１－７のうちいずれか一項に記載の
測定システム。
【請求項９】
　前記光投射デバイスは、時間周波数を有する１よりも多い発光パターンを投射するよう
に構成され、各発光パターンは特徴的な時間周波数を有する、請求項１－８のうちいずれ
か一項に記載の測定システム。
【請求項１０】
　前記光投射デバイスは、異なる波長のパターンを投射するように構成される、請求項１
－９のうちいずれか一項に記載の測定システム。
【請求項１１】
　前記光投射デバイスは、人間の目に対して不可視な波長で前記発光パターンを投射する
、請求項１－１０のうちいずれか一項に記載の測定システム。
【請求項１２】
　レンズ及びセンサ表面を有する離れた光学結像系の光学焦点を遠隔で測定するための方
法であって、
　光投射デバイスにより、前記離れた光学結像系の前記レンズの前にある既知の焦点面で
焦点が合うように発光パターンを投射するステップと、
　前記光投射デバイスと前記既知の焦点面との間において前記光投射デバイスの光軸と少
なくとも部分的に一致する光軸をもつカメラにより、前記離れた光学結像系の前記センサ
表面上の前記発光パターンの反射の画像を記録するステップと、
　前記離れた光学結像系の焦点距離を測定するために前記センサ表面上で反射された前記
の記録された発光パターンのシャープネスを解析するステップとを有する、方法。
【請求項１３】
　１つよりも多いパターンが異なる焦点面で同時に投射され、既知の態様が前記焦点面の
位置の関数として変化する連続的な発光パターンが投射される、請求項１２に記載の方法
。
【請求項１４】
　赤外線パターンが投射される、請求項１２又は請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　１又はそれ以上の発光パターンが投射され、各発光パターンが特徴的な時間周波数で投
射される、請求項１２－１４のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　異なる波長の発光パターンが投射される、請求項１２－１５のうちいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１７】
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　眼球調節が測定され、前記離れた光学結像系は目であり、前記センサ表面は目の網膜で
ある、請求項１２－１６のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　プログラムがコンピュータ上で実行されたときに、請求項１２－１７のうちいずれか一
項に記載の方法を実行するためのプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズ及びセンサ表面を有する離れた光学結像系の光学焦点の遠隔測定のた
めの測定システムであって、発光パターンを与えるための手段と、光学結像系の画像を記
録するためのデバイスと、センサ表面上の発光パターンの反射の画像から離れた光学結像
系の光学焦点を決定するための手段とを有する、測定システムに関する。
【０００２】
　更に、本発明は、レンズ及びセンサ表面を有する離れた光学結像系の光学焦点を遠隔で
測定するための方法であって、発光パターンが与えられ、光学結像系のレンズの画像が記
録され、センサ表面上の発光パターンの反射の画像から、遠隔結像系の光学焦点が決定さ
れる、方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　先に述べたような測定システム及び方法が存在しており、これらは、とりわけ、遠隔の
（人の）目の眼球調節の遠隔測定のために用いられる。
【０００４】
　臨床診療において、眼球調節の客観的測定は、（極めて若い乳児のような）人からの判
断及び応答を必要とする主観的な屈折テストを受けることができない患者にとって必要で
ある。そして、その目的は、度付き眼鏡の強さを決定するために目の屈折状態（典型的に
は、近視又は遠視）を測定することにある。臨床応用に加えて、人間の視力研究において
も、調節の連続測定は、生理学における洞察及び目の動的動作を得るために用いられる。
【０００５】
　客観的手法において屈折状態を測定する最も古い手法は、網膜検視法として知られる、
網膜上の移動光源の投射の直接観察によるものであった。光源の網膜投射は、網膜上の逆
反射をもたらし、網膜の動作が屈折状態を示す。
【０００６】
　早くも１６１９年に、目の近くに配置される、移動光を、穴があけられたプレートを通
る照射に置換する方法がScheinerにより導入された。プレート中の穴は、基本的には、適
切な調節の場合において網膜（即ち、目のセンサ表面）上の単一の点上に収束するための
ものである光線の別個のセットを有する発光パターンを生成する。複数の網膜投射の外観
は、前と同じく、近視又は遠視のための指標である。Scheinerの原理は、依然として、現
代の自動屈折計又は自動屈折レンズの基礎を形成する。
【０００７】
　Warshawskyは、"High-resolution optometer for the continuous measurement of acc
ommodation", Journal of the Optical Society of America, vol 54, nr. 3 pp 375-379
, March 1964で述べられているような機械的自動屈折レンズを構築するためにScheinerの
原理を用いる。類似の方法及び装置は、"High-speed infrared optometer" Journal of t
he Optical Society of America, vol 49, nr. 3, March 1959 and Okayama et al in "E
ye-tracking infrared optometer", Ophthalmic and Physiological Optics, Vol. 10, J
uly 1990でCampbellらにおいて述べられている。
【０００８】
　現代の自動屈折レンズのほとんどは、Scheinerの原理に基づき続けている。しかしなが
ら、全ての既知のデバイスは、システム及び方法が目立ち過ぎるという欠点を有する。多
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くのシステム及び方法は、人が測定デバイスを真っ直ぐに見ることを必要とし、これは、
非常に目障りであり、自然な動作を模倣しない。例えば、Okuyamaによる自動屈折レンズ
は、自然な目標上に視点を与えるが、目の近くの半透明の鏡による障害物及び顎当ての必
要性は、自然な観察体験を作り出さない。
【０００９】
　多くの人々は、不自然な位置に置かれ、明らかに監視下に置かれたときに不快であると
感じ、これは、心拍数及び血圧として斯様な現象に影響を及ぼす場合があり、これは、視
力に影響を及ぼし得ることが良く知られている。観察されたオブジェクトを場合によりス
トレス下に配置するという明らかな欠点から離れて、通常の状況における目の調節ではな
く被験者がストレス下に置かれたときの目の調節を実際に反映するという結果を得るとい
う欠点も存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、眼球調節を遠隔で及び控え目に測定するための、冒頭の段落で述べら
れたタイプの方法およびシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　そのため、本発明のシステムは、光の発光パターンが離れた光学結像系のレンズの前に
ある既知の焦点面に焦点が合うように前記パターンを投射するための光投射デバイスと、
前記離れた光学結像系のセンサ表面上のパターンの反射の画像を記録するための投射デバ
イスの光学軸と少なくとも部分的に一致するか又は該光学軸の近くにある光学軸を有する
カメラと、前記センサ表面上で反射された発光パターンのシャープネスを決定するための
手段とを有する、システムである。
【００１２】
　本発明の方法及びシステムは、可視又は不可視（例えば、赤外線）の光を生成する投射
デバイスと、光学軸が少なくとも投射デバイスの軸に沿って又はその近くに配向された投
射デバイスの光学面にある１又はそれ以上のカメラとの使用に基づいている。投射デバイ
ス、プロジェクタの焦点面から見て、プロジェクタ及びカメラの焦点面が向こうに配置さ
れた離れた光学結像系の焦点面と一致したときには、投射されたパターンは、カメラ（即
ち、測定システムの記録デバイス）上にシャープな外観を呈する。単一のパターンが用い
られ得る。画像処理は、好ましくは、自動化システムの部分として獲得された画像を強化
及び分析するために用いられる。
【００１３】
　好ましい実施形態において、投射デバイスは、異なる焦点面で１よりも多くのパターン
を生成するように構成される。好ましい実施形態を形成する、異なる距離で投射された異
なるパターンの使用は、どのパターンがシャープな外観を呈しても、複数の焦点距離の瞬
時検出を可能にする。
【００１４】
　システムは、好ましい実施形態において、投射デバイス及びカメラのための共通レンズ
を有する。これは、測定システムの複雑さを低減する。
【００１５】
　ここで、本発明において、単語"カメラ"が用いられ、任意のイメージングデバイスは、
単語"カメラ"に基づき獲得される。
【００１６】
　パターンを作る光は、可視光でもよいが、好ましくは、観察者を妨害しないように赤外
線である。
【００１７】
　可視光のパターンを妨害しないように、及び、可視光のパターンをまだ用いないように
、可視光パターンは、好ましい実施形態において、投射された光に隠される。
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【００１８】
　多くの状況において、離れた光学結像系は人間の目であり、本発明のシステム及び方法
はとりわけ斯様なアプリケーションに役立つ。しかしながら、これは、カメラのレンズの
ネコ、イヌ又はウマ動物の目にもなり得る。調節の遠隔測定の利点は、あまり困難でない
場合、既知の方法および装置により、不可能である動物による眼球調節の測定を可能にす
る。これは、カメラの動作を追跡するために用いられてもよい。測定システムは、注意深
いユーザインタフェース、安全監視システム又は監視システムの部分であり得る。
【００１９】
　本発明の方法は、離れた光学結像系のレンズの前にある既知の焦点面の焦点に光の発光
パターンが投射され、投射デバイスの光学軸と少なくとも部分的に一致するか又は該光学
軸の近くにある光学軸を有するカメラにより、離れた光学結像系のセンサ表面上のパター
ンの反射の画像が記録され、センサ表面上に反射された発光パターンのシャープネスが決
定されることを特徴とする。
【００２０】
　これらの及び他の目的並びに有利な態様は、以下の図面を用いて説明される例示的な実
施形態から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】全ての既知の屈折計の原理であるScheinerの原理を示す。
【図２】既知のセットアップを示す。
【図３】自動反射法又は逆反射の捕獲を示す。
【図４】本発明のシステム及び方法を示す。
【図５Ａ】本発明のデバイス及び方法のための考えられるセットアップを示す。
【図５Ｂ】本発明のデバイス及び方法のための考えられるセットアップを示す。
【図５Ｃ】本発明のデバイス及び方法のための考えられるセットアップを示す。
【図６】パターンが或る範囲でスウィープされたときにカメラの画像センサ上で獲得され
る網膜上のパターンの反射を示す。
【図７Ａ】本発明のシステムの実施形態を示す。
【図７Ｂ】本発明のシステムの実施形態を示す。
【図７Ｃ】本発明のシステムの実施形態を示す。
【図８】目が無限距離上にフォーカスされているかどうかを区別するためにシステムが用
いられ得ることを示す。
【図９】焦点面の回転を示す。
【図１０】本発明のシステム及び方法の他の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図は実寸で描かれていない。概ね、同一のコンポーネントは、図中の同じ参照符号によ
り示される。
【００２３】
　図１は、全ての既知の屈折計の原理であるScheinerの原理を示している。
【００２４】
　焦点Ｆを有する外部レンズは、倍のピンホールを有するマスクＭａの前に配置される。
正しい調節の場合にのみ、双方のスポットは、（（ｃ）で示される）単一のより明るいス
ポットを構成するために網膜上でマージする。
【００２５】
　図２は、Okuyamaにより提案されたオプトメータを示している。
【００２６】
　光二色性の鏡Ｍ１及びＭ２が、左側の目Ｌ及び右側の目Ｒの前に配置され、左側及び右
側のオプトメータＯ１及びＯ２が用いられる。信号は、ペンレコーダＰ、モニタＭ及び／
又はＴＶに結果を送り得る制御ユニットＣに送られる。
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【００２７】
　明らかに、Okuyamaによる自動屈折レンズが自然な目標上に視野を与えるにも関わらず
、目の近くの半透明の鏡による障害物及び顎当ての必要性は、自然な観察体験を作り出さ
ない。
【００２８】
　本発明は、目的として、大きな距離からのレンズベースの結像系の集光距離を遠隔で検
出する可能性を提供しなければならない。
【００２９】
　この目的を達成するために、本発明のシステムは、光の１又はそれ以上のパターンを投
射するための光投射デバイスと、１又はそれ以上の既知の焦点面で１又はそれ以上のパタ
ーンを与えるための手段と、レンズの画像面上の１又はそれ以上の光パターンの反射の画
像を測定するための投射デバイスの光学軸と少なくとも部分的に一致する光学軸を有する
カメラと、１又はそれ以上の反射されたパターンのシャープネスを分析するための画像プ
ロセッサとを有する。
【００３０】
　本発明は、（人間の）目に役立つので、調節が生じる焦点距離を与え、それ故、アテン
ションの瞬間的なオブジェクトまでの距離を現す。
【００３１】
　眼球調節を測定するための既存のシステムとは対照的に、本発明は、調節が観察経路に
おける半透明の光学素子又は目の周辺における素子により視界を妨げることなく測定され
るように、全体として控え目である。
【００３２】
　眼球調節を測定するための既存のシステムとは対照的に、提案されたシステムは、典型
的にはピコビーマー又はウェブカメラのサイズを有するより小さい形状因子によって構成
され得る。
【００３３】
　光学素子の単純な構造及び適切な焦点の潜在的に単純な検出は、低コストな実装を可能
にする。
【００３４】
　画像処理ユニットにより知られるパターンの使用は、焦点における特定のパターンが目
によって同軸カメラのフレーム内の多かれ少なかれ同じ位置に常に送り返されるので、動
作に対して本質的に強い焦点検出を行う。これは、同軸幾何学的形状に起因して単純であ
る。これは、システムをモーションブラーに対して強くする。
【００３５】
　また、実施形態において述べられるような複数のパターンの使用は、複数の人間の被験
者の個々の眼球調節の同時検出を可能にすべきである。
【００３６】
　図３は、指向性反射の原理を示している。赤目効果（即ち、網膜反射）は、比較的凝視
方向から独立している。被験者は、カメラ又は隣接するフラッシュの方向を見ている必要
はない。光源は、明るい網膜投射を生成する。被験者はカメラ及びフラッシュに注目する
傾向にあるので、光は網膜に効果的に集中し、網膜上の光源のスポットが目から光源まで
外方に投射する二次的光源として機能することをもたらす。Fermatの原理に基づいて、光
源の接合点及び網膜画像上の光源の画像は、光の方向に関わらず互いに収まり、従って、
網膜上の光源の反射の画像及び光源は同じ点にある。結果として、目は自然な逆反射特性
を有する。
【００３７】
　図４は、本発明のシステム及び方法を示す。
【００３８】
　プロジェクタＰ及びカメラＣＡＭは同じ光学軸を共有する、即ち、半透明の鏡であり得
るビームスプリッタＢＳＰの使用により、ＡＸＣＡＭ及びＡＸＰが一致する。プロジェク
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タは、パターンの点の収集が焦点面ＦＰＬ１においてそのパターンのシャープな画像を形
成するようにパターンＰ１の各点Ａ１が点Ａ２で投射されるようにパターンを投射する。
プロジェクタ及びカメラは、それぞれレンズＬ１及びＬ２を備えている。
【００３９】
　我々がプロジェクタの焦点面にスクリーンを配置する場合、カメラは投射Ａ２を獲得す
ることが可能であるだろう。これは、その焦点面がプロジェクタの焦点面と一致した場合
にのみ、センサ上の単一の点Ａ５として現れるだろう。しかしながら、スクリーンはない
。物理的な投射スクリーン、遠隔結像系がない場合、この場合において、遠隔結像系（こ
の場合においては目）の焦点面、即ち焦点面ＦＰＬ２上に点Ａ２がたまたまあるという条
件下で、目ＥＹＥは、点Ａ３における網膜上で点Ａ２を集光し、点Ａ４を介してその点を
点Ａ５上のカメラに送り返すだろう。図４において、遠隔の目は、空間Ｂ２における点に
フォーカスされ、これは、それ故、目の瞬間的な焦点面ＦＰＬ２に配置される（目の現実
の焦点面が或る湾曲を有する焦点面であることに留意されたい）。これを行うのに、目の
焦点面は、カメラ及びプロジェクタの焦点面ＦＰＬ１と一致する。結果として、これは、
目の網膜上にシャープな画像を形成している。３つの結像系の各々のフィールドの深度が
、一致する焦点のエリアを２つの焦点面周辺の３Ｄボリュームに広げる傾向があるので、
実際には、投射されたパターン全体は、焦点について送り返されるだろう。もちろん、２
つの光学軸の間の角度がより大きくなるときに、一致する焦点ボリュームは減少する。
【００４０】
　焦点検出は、投射されたパターン又は（向きのような）投射されたパターンの少なくと
も一態様が画像処理ユニットにより知られているという事実に基づいている。予め決めら
れた面で焦点の発生を検出するために、遠隔結像系（目）は、その断片だけが同じ距離に
ある物理的なスクリーン上に投射される場合に、そのパターンの断片をカメラに送り返す
だろう。簡単に言うと、目の焦点面並びにプロジェクタ及びカメラの焦点面が一致する場
合にのみ、カメラが網膜上のパターンのシャープな逆反射を記録するだろう。図４は、目
ＥＹＥと目の焦点面ＦＰＬ２との間に何もないことを示している。眼球調節測定は、遠く
から行われる。調査中の人は、測定デバイスを見る必要もないか又は目の前に配置される
半透明の鏡を有する必要もないし、顎当てを用いる必要もない。本方法は、全体として控
え目であり、赤外線が用いられた場合には、人が観察に気づくことなく用いられ得る。そ
れにもかかわらず観察者に対して知覚されないか又は少なくとも気を散らさない可視光を
用いる例が以下で与えられる。この例では、目は点Ｂ１において集光している。Ｂ１の画
像は網膜上の点Ｂ２にあり、網膜は、離れた光学結像系のセンサ表面であり、人間の目で
ある。
【００４１】
　共通焦点面に基づく焦点検出の新たな原理は、焦点距離の予め決められた範囲内の焦点
推定、焦点測定又は焦点追跡のために用いられ得る。焦点の検出を基礎として用いた場合
、焦点距離の範囲からの焦点の推定又は測定のための種々の方法がある。
【００４２】
　単一の投射された発光パターンを用いた場合、本発明の一実施形態は、プロジェクタ及
びカメラの共通焦点距離の組み合わせられた調整に基づく。新たな焦点検出原理を用いた
場合、プロジェクタ及びカメラの共通焦点面は、投射パターンが目から最適に検出される
まで調整される。すなわち、網膜上のパターンの反射が最も鋭い。共通焦点距離のそのよ
うに見つけられた値は、目の焦点距離を示す。複数のパターンの投射を用いた場合、本発
明の種々の実施形態は、全て、各々が他の距離でフォーカスされる複数のパターンの投射
に基づいて、以下で与えられる。パターンがカメラのフィールドの深度の範囲内にある限
り、特定のパターンの検出は関連した距離での焦点を示す。
【００４３】
　カメラＣＡＭは、画像センサＩＳを有する。画像センサＩＳの信号は、画像のシャープ
ネスを測定するために、画像処理ユニットＩＰに送られる。
【００４４】
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　図５Ａ、５Ｂおよび５Ｃは、本発明によるデバイスのための考えられるセットアップを
示している。
【００４５】
　図５Ａにおいて、プロジェクタ及びカメラはそれぞれ別個のレンズを有し、図５Ｂにお
いて、プロジェクタ及びカメラは共通レンズを共有する。これは、システムの素子の数を
低減する。図５Ｃにおいて、カメラ及びプロジェクタの位置は、図５Ｂと比較して入れ替
えられている。これは、好ましい実施形態である。カメラがビームスプリッタを介して真
っ直ぐに見ることが好ましい。もちろん、図５Ａにおいて、カメラ及びプロジェクタが入
れ替えられてもよい。
【００４６】
　また、図５Ａ～５Ｃは、目の網膜で反射されたパターンのカメラにより撮られた画像を
示している。目の焦点面ＦＬＰ２がプロジェクタ及びカメラの焦点面と一致したときに、
比較的シャープな画像が見られ、この画像は、目の焦点面がプロジェクタ及びカメラの焦
点面と異なるにつれて次第にぼかされる。観察された画像は、（目によって図面に示され
た）外部の結像系の定常状態焦点の間に焦点を変えているときに、同軸カメラにより撮ら
れる。或る範囲に渡ってプロジェクタ及びカメラの焦点面をスウィープして同時に画像を
記録すること、画像処理を用いること、画像のシャープネスを決定することは、プロジェ
クタ及びカメラのための特定の焦点面で最大のシャープネスを与える。目の焦点面は、そ
のように見つけられた焦点面に対応する。
【００４７】
　パターンは、赤外線の（ＩＲ）光において与えられてもよい。
【００４８】
　パターンは、好ましい実施形態において、カメラが背景画像と発光パターンの投射を有
する画像とを交互に取得するように、それぞれ交互のビデオフレームにおいて与えられて
もよい。背景画像の差し引きは、網膜上に発光パターンの反射だけを残し、これにより、
パターンの反射の検出可能性を大幅に強化する。
【００４９】
　パターンは、好ましい実施形態において、時間的周波数（例えば、７０Ｈｚ）を与えら
れてもよい。好ましくは、周波数は、例えば可視又は赤外線の光の他の供給源で用いられ
た周波数には対応しない。そして、カメラは、プロジェクタの周波数周辺の周波数の範囲
内にないＩＲ信号をフィルタリングするために周波数フィルタを用いることにより、その
周波数に調整されてもよい。斯様な好ましい実施形態において、背景信号がフィルタリン
グされる。
【００５０】
　図６は、パターンが或る範囲に渡ってスウィープされたときの（カメラの画像センサ上
で獲得される）網膜上のパターンの反射を示している。
【００５１】
　図７Ａ～７Ｃは、本発明のシステム及び方法の一実施形態を示している。この実施形態
と先の実施形態との間の差は、複数の焦点面ＦＰＬｉ～ＦＰＬｊがマイクロレンズアレイ
を用いて作られる点である。これらの実施形態のシステムは、それぞれが異なる距離で集
光した異なるパターンを含む光フィールドを生成するためにプロジェクタの経路内に配置
されたマイクロレンズアレイＭＡＲを有する。この技術を用いた場合、別々に集光された
パターンのスタック、又は、既知の態様が距離の関数として変化するこれらの連続パター
ンを生成することが可能である。斯様なパターンは格子パターンであり得る。そして、パ
ターンの向きは、パターンの既知の態様として用いられ得る。カメラ上の画像を解析する
ことにより、これは、目の焦点面を見つけることができる。また、異なる距離での同時投
射は、システムの範囲内において複数の被験者の中の個々の眼球調節の推定を可能にする
。これは、既知のシステムでは不可能である。図７Ａにおいて、マイクロレンズアレイが
、プロジェクタ光経路内に配置され、類似の効果が、カメラの光経路内にマイクロレンズ
アレイを配置することにより得られ、この場合において、plenopticプロジェクタの代わ
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りにplenopticカメラが用いられる。この構成は図７Ｃにおいて概略的に示されている。
好ましい実施形態において、マイクロレンズアレイは、図７Ｂにおいて概略的に示される
ように、カメラ及びプロジェクタの双方の前に配置される。後者の構成は、プロジェクタ
の画素とカメラの画素との間に１：１の関係を与え、これは有利である。
【００５２】
　マイクロレンズアレイの代わりに、プロジェクタは、それぞれが異なるパターンを有す
る、プロジェクタレンズ後方に異なる距離で異なるスライドのスタックを含み得る。
【００５３】
　パターンマスクは、異なる距離で異なる特性を有する光フィールドを生成する回折要素
であってもよい。ホログラムがこの目的のために用いられてもよい。
【００５４】
　複数の距離でのパターン（又は複数のパターン）の生成は、時間経時的な方法で実行さ
れてもよく、カメラが同期化されたイメージキャプチャを用いることが提供される。
【００５５】
　また、互いに同一線上に複数のプロジェクタの光学軸をもたらすために鏡を用いて、異
なる距離で静的なパターンを投射する１よりも多いプロジェクタを用いることも可能であ
る。
【００５６】
　適切なパターンが与えられた場合、パターンのブラーは、その投射が焦点外にある方向
をすぐに識別することができる。これは、伝達されたパターンを焦点内に維持するように
プロジェクタ（及びカメラ）の焦点を機械的に制御するために用いられ得る。そして、制
御システムは、未知のシステム（即ち、目の焦点面）の焦点距離を自動的に示す。欠点は
、同時の複数のパターン投射の使用とは対照的に、これが、単一の未知のカメラ又は単一
の被験者に対して調整され得ることである。目の調節を追跡するためのシステム及び方法
がここで述べられ、目及びシステムと同様の態様のカメラ機能がカメラの焦点を追跡する
ために用いられてもよいことが述べられる。
【００５７】
　また、システムは、目が無限距離で集光している時を検出可能である。プロジェクタの
焦点面と目の焦点面とが斯様な状況において一致し得ないとしても、それにもかかわらず
、カメラのセンサ上にパターンは、目が無限距離で集光しているときに、はっきりと撮像
されるだろう。図８は、斯様な状況を示している。プロジェクタにより放射された平行光
線は、目により集光され、無限距離上に、網膜に、集光しているとき、及び、網膜から反
射された光線が平行光線を形成したときに、これらは、カメラのセンサ上に集光される。
それ故、システムは、目が無限距離上に集光しているかどうかを確立することが可能であ
る。
【００５８】
　複数のパターンが種々の焦点面で形成される状況において、１つのパターンが無限距離
に確保されてもよい。シャープネスの測定のための方法は知られている。１つのシャープ
ネスを測定する手段は、例えば、パターン内の線の範囲、及び／又は、反射されたパター
ン内の最大と最小との間の割合を測定することである。パターン内の線の範囲は、パター
ンがフォーカスされたときの（即ちシャープ）、最大と最小との間の割合を示すだろう。
【００５９】
　更に、上述したように、２つの光学軸間、即ち、目の光学軸とプロジェクタ及びカメラ
の光学軸との間の角度がより大きくなったときに、一致する焦点のボリュームは減少する
。我々は、プロジェクタの、及び、必要に応じて、カメラの焦点面を回転させることによ
り、この回転を補正することができる。図９は、プロジェクタの焦点面の回転を示してい
る。これは、Theodor Scheimpflugにより最初に提案されたScheimpflugの構成として知ら
れた（例えば、GB patent no. 1196, May 1904参照）、レンズ面に対する画像面の回転に
より実現される。その発明者の名をとって名づけられた、この傾けられたレンズの幾何学
的形状は、焦点面がレンズ面に対する回転を得ることをもたらす。拡張された焦点面は、
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拡張された画像面及び拡張されたレンズ面と同一ラインで交差するだろう。代わりに、こ
れは、観察されるべき目を観て種々の反射されたパターンを解析するプロジェクタ及びカ
メラの幾つかの対を用いることができる。
【００６０】
　図１０の本発明の方法の例において、プロジェクタは、カメラＣａｍ１、Ｃａｍ２など
のアレイにより囲まれている（この例においてはプロジェクタ）。カメラのエリアを用い
た場合、これは、アレイの中心に光フィールドを確立することができる。カメラのアレイ
により与えられた画像を用いた場合、フィールドの種々の深度の画像が復元され得る。こ
れは、カメラのアレイにより撮られた画像から深度情報が得られるのを可能にする。この
方法の利点は、深度情報が予め知られている必要がないことである。目の位置は、カメラ
のアレイの画像を解析することにより得られ得る。
【００６１】
　全ての実施形態におけるシステム及び方法は、バイタルサインを追跡するために用いら
れ得る。
【００６２】
　人間が固定された距離にフォーカスし続けたときに、この定常の眼球調節は、周期的呼
吸及び鼓動によって変化することが知られている。そのようなものとして、調節の検出が
これらのバイタルサインを与えてもよい。本発明のシステムが、控え目な態様で及び或る
距離からこれを行うことができるという事実は、未だ可能ではない可能性を提供する。例
えば、耐久性テストを受けている人の心拍数及び周期的呼吸が測定されるべきときには、
これは、ワイヤで人のじゃまをする必要なく行われ得る。
【００６３】
　一方で、外部的に測定されたバイタル信号が与えられた場合、眼球調節の測定は、これ
らが集光距離上でもたらす調整のために原理上修正され得る。
【００６４】
　使用されるカメラは、光フィールドカメラ、即ち、フィールド深度の或る範囲で焦点が
合っている画像を作るために用いられ得る画像データを与えることが可能なカメラであっ
てもよい。従来のカメラを合成開口により光フィールドカメラに変換するための種々の方
法がある。光フィールドカメラの利点は、単一の露光において、光線の完全なフィールド
を一体的に獲得することであり、ここから、単一の獲得されたフレームに基づき焦点又は
焦点範囲を逆向きに調整することが可能である。そのようなものとして、獲得された光フ
ィールドは、遠隔の目の焦点距離の推定又は測定をすぐに与える。斯様なカメラは、コー
ド化された開口又はレンズとセンサとの間の光学経路内の変化するパターンの使用により
（まだらのフォトグラフィ）、センサの前のマイクロレンズアレイを用いて構成され得る
。
【００６５】
　種々の方法が、露光を犠牲にすることなくカメラのフィールドの深度を拡張するために
存在する。これらの方法は、カメラが特定のパターンの検出のために用いられ、定期的な
画像キャプチャの獲得のために用いられない時に特に興味深い。既知の方法は、焦点スウ
ィープイメージングの使用である。
【００６６】
　本発明の実施形態において、焦点検出は、凝視検出と組み合わせて用いられる。
【００６７】
　凝視検出及び焦点検出を組み合わせることにより、デバイスの方向において意図的に凝
視することから誤って凝視することの曖昧さをなくすことが可能となる。この場合におい
て、システムは、場合によりボタンからの又は口語的なコマンドの解釈から来る他のトリ
ガと組み合わせて、凝視に基づき制御されるべき特定のデバイスの部分である。
【００６８】
　とりわけデバイス自体に配置されるべき投射された焦点面を選択することにより、凝視
に加えて意図的な焦点を検出することが可能となる。適切な焦点を検出することなく凝視
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を検出した場合には、誤って凝視しているとみなされ、デバイスの制御を開始するための
トリガとして無視され得る。
【００６９】
　凝視検出がカメラ及び同軸（赤外線）照射の使用に既に基づいているので、凝視検出及
び焦点検出は、少ない追加のコストで効率的に一体化され得る。
【００７０】
　凝視推定と組み合わせた焦点検出又は推定の使用。
【００７１】
　凝視推定の組み合わせは、３Ｄ空間中の点の凝視の検出を可能にする。３Ｄディスプレ
イ（ホログラフィック）との組み合わせは、固有の機能を可能にしてもよい。
【００７２】
　本発明のシステム及び方法は、幾つかのアプリケーションのために又はこれらにおいて
用いられてもよい。
【００７３】
　人間における眼球調節の遠隔推定は、場合により凝視検出と組み合わせて、電子看板の
状況で視覚的注意力を測定するために、注意力を検知するために用いられ得る。集光距離
に関する認識は、"見る"及び"凝視"の曖昧さをなくすために役に立ち得る。
【００７４】
　また、場合により凝視検出と組み合わせて、これは、見られたときに口語的なコマンド
又はジェスチャにのみ応答する注意深いユーザインタフェースとして用いられ得る。
【００７５】
　また、眼球調節の遠隔測定は、視覚系の適切な成長をモニタするために子供における視
覚的欠陥の検出において用いられることができる。
【００７６】
　無限距離での調節の検出は、ドライバが路上で充分な焦点を呈するかどうかを明らかに
することができる。
【００７７】
　身体の不自由な人のための凝視制御ユーザインタフェースの部分として、例えばマウス
制御において、ロバスト性を提供してもよい。
【００７８】
　光学系と組み合わせた場合、光学系を目の屈折状態に自動的に適応させるための手段を
提供してもよい。本方法が控え目に機能するとともにより小さい形状因子を可能にするの
で、本アプリケーションは、従来の眼科学の範囲を越えてもよく、消費者向け市場のため
の光学製品の部分であってもよい。
【００７９】
　セキュリティシステムにおいて、人間の視覚的焦点の検出は、不所望な注意力を検出す
るために用いられてもよい。不所望なカメラ焦点の検出が検出されてもよい。述べられた
ように、システムは、カメラの焦点距離を測定するために用いられてもよい。
【００８０】
　控え目な性質は、本原理をとりわけ非協力的な被験者（例えば、幼児、（野生の）動物
）を伴うアプリケーションに適合させる。
【００８１】
　また、本発明は、如何なる実施形態においても、プログラムがコンピュータ上で実行さ
れたときに、本発明の方法を実行するためのプログラムコード手段を有するコンピュータ
プログラムに関する。また、本発明は、本発明の方法を実行するためにコンピュータ読み
取り可能な媒体に格納されたプログラムコード手段を有するコンピュータプログラムプロ
ダクトに関する。
【００８２】
　カメラは、画像を記録するための任意のデバイスである。
【００８３】
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　また、これは、通信のような他の目的のために用いられるデバイスの一部であってもよ
く、斯様な通信デバイスに取り付けられるか、斯様な通信デバイスに一体化されるか又は
斯様な通信デバイスにと協働してもよい。
【００８４】
　更に他の実施形態は、異なる波長の発光パターンの使用にある（例えば、可視範囲のい
ずれかの端及び可視範囲の中心部分での、３つの異なる波長（例えば赤／緑／青））。３
つの波長で焦点距離を測定することは、目の収差に関する情報を与える。各波長に対して
焦点距離が測定され、これは同時に行われ得る。これは、眼球調節の瞬時及び遠隔測定だ
けでなく、３つの異なる波長（即ち、収差）における眼球調節のための瞬時及び遠隔測定
を与える。
【００８５】
　また、隠された発光パターン（即ち、人間の目ではほとんど見えないパターン）が使用
されてもよい。１つの手段は、発光パターンのために赤外線を用いることである。
【００８６】
　他の手段は、人間の目が見ることができない態様において、投射された画像に目をそら
させないためにパターンを埋め込むことである。
【００８７】
　プロジェクタは、単純な白色光エリアプラス１つのフレームにおけるパターン及び白色
光エリアマイナス次のフレームにおける前記パターンを投射することができる。
【００８８】
　一のフレームにおいて、プロジェクタは、（最大の強度より小さい）白色光プラスパタ
ーンを投射し、次のフレームにおいて、プロジェクタは、白色光マイナス前記パターンを
投射する。フレーム周波数が人間の目に対して知覚可能な周波数を越えた場合には、人間
の目は、前記パターンを知覚しないが、単なる白色光ランプを知覚するだろう。人間は、
観察者により見られた単純な白色エリアだけを残す２つの投射間の差を平均するためであ
る。白色光ランプは、観察者の注意力を引かない。それ故、測定を妨害しない。しかしな
がら、２つのフレームのためのカメラにより撮られた２つの画像を減算することにより、
埋め込まれた発光パターンの反射は、カメラにより記録された画像において知覚可能であ
る。プロジェクタにおける（人間の目に対して）隠されたパターンは、異なる色に対して
異なってもよく、これは、パターンをより隠すために用いられてもよい。シーケンスは、
例えば以下の通りであり得る。
Ｉ．（異なる構造パターンにおける）白色マイナス青色パターンプラス緑色パターン
ＩＩ．白色マイナス緑色パターンプラス赤色パターン
ＩＩＩ．白色プラス青色パターンマイナス赤色パターン
【００８９】
　パターン自体は、同じである必要はなく、異なっていてもよい。
【００９０】
　目は、フレーム周波数がおおよそ５０Ｈｚを超えた場合、白色ランプを知覚するだろう
。しかしながら、カメラは、ＩからのＩＩを減算し、"緑色のシグナル"を撮ることにより
、緑色パターンの反射を抽出することができる。同様に、青色及び赤色パターンの、フレ
ームの適切な減算により、反射を抽出することができる。
【００９１】
　不可視パターンを作る他の手段は、例えば２つの色（例えばＡ－Ｂ）の千鳥格子パター
ンを用いることによる、人間にとって白色である合計である。一のフレームにおいて、千
鳥格子パターンは、Ａ－Ｂであり、次のフレームにおいて、Ｂ－Ａである。この場合も同
様に、人間の目は、パターンを示さない白色光を知覚するが、カメラは、フレームの適切
な減算又は測定により、Ａ及びＢパターンの反射を抽出することができる。
【００９２】
　更に他の手段は、３又はそれ以上の異なって着色された部分（例えば、色Ａ－Ｂ－Ｃを
有するハニカムパターン）を有するパターンを用いることである。より多くのフレームの
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３つの反復するサイクルを用いることにより（Ａ－Ｂ－Ｃ；Ｃ－Ａ－Ｂ；Ａ－Ｂ－Ｃ等）
、人間の目が白色光を見る全ての部分でのサイクルに渡る平均として、任意の下にあるパ
ターンが人間の目に対して不可視である。
【００９３】
　しかしながら、記録カメラの信号は、３又はそれ以上の色の反射されたパターンに関す
る情報を抽出するために分析され得る。色の数は、収差に関するより詳細な情報を抽出す
るために、４又はそれ以上まで拡張され得る。
【００９４】
　方法は、例えば種々の手段における人間の目の動作に関する情報を与えるために用いら
れ得る。例えば、目が観察者の視野のフィールドの範囲内で移動するオブジェクトを追跡
する観察者の目又は２つの目の反応を測定することにより、目又は目が集光し得る距離の
範囲に関する情報を得ることが可能である。
【００９５】
　ほとんどの状況において、これは、この情報に関して人に単純に尋ねることができる。
しかしながら、これが可能ではない状況も存在する。人は、単純に、物理的又は精神的健
康の理由のため通常の手順において要求されたテストを受けることができない、及び／又
は、人は、伝達することができないためである。目のパラメータのための適切な推定を単
純に与えることでさえ、大きな利点をもたらすだろう。任意のテストに関して良好な結果
を得るための時間及び努力（及びそれ故に患者がテストを受けなければならない時間）は
、とりわけ、テストの出発点により決定される。それ故、控え目な態様におけるより正確
な測定に対して良好な出発点を与えることは、患者に大きな利益を与えることができる。
【００９６】
　双方の目の測定により、目の間の差分が検出及び測定され、これは、anisometryの量の
指標を与えることができる。本発明は、例えば、子供が例えば玩具で遊んでいるか又は移
動オブジェクトを見ている間に目の間の差分を検出することにより早い年齢で弱視の指標
を与えるために用いることができる。
【００９７】
　方法におけるステップを実行するための手段は、ハードウェア、ソフトウェア又はその
任意の組み合わせの形式であり得る。本発明の種々の実施形態によるシステム及びデバイ
スにおいて、方法のステップを実行するための手段が与えられる。説明又は請求項におい
て、"ための手段"は、方法ステップのうちの１つを超えるものに従って述べられ、手段は
、ステップの全てを実行するための組み合わせられた手段、多数の手段のための略語、又
は、方法のステップの１又はそれ以上を実行するための手段のそれぞれである。従って、
"生成するための手段"は、生成するための発生器と呼ばれ得る。種々の手段は、説明の容
易さのために別個のものとして述べられた。これは、本発明が別個のユニットである斯様
な手段に限定されることを意味するものではなく、機能は、一体化されたデバイス又はソ
フトウェアの部分において組み合わせられ得る。
【００９８】
　要するに、本発明は以下のように要約され得る：システム及び方法は、離れた光学結像
系の光学焦点を測定する（とりわけ離れた被験者の眼球調節）。光の発光パターンが、離
れた光学結像系の前にある既知の焦点面の焦点において投射され、離れた光学結像系、例
えば目の網膜のセンサ表面上のパターンの反射の画像が、投射デバイスの光学軸と少なく
とも部分的に一致するか又は該光学軸の近くにある光学軸を有するカメラにより記録され
る。センサ表面上で反射された発光パターンのシャープネスが決定される。
【要約】
　システム及び方法は、離れた光学結像系ＥＹＥの光学焦点を測定する（とりわけ離れた
被験者の眼球調節）。光の発光パターンＰ１，Ａ１が、離れた光学結像系ＥＹＥの前にあ
る既知の焦点面ＦＰＬ１の焦点Ａ２においてプロジェクタＰにより投射され、離れた光学
結像系ＥＹＥ、例えば目の網膜のセンサ表面上のパターンＡ３の反射の画像が、投射デバ
イスＰの光学軸ＡＸＰと少なくとも部分的に一致するか又は該光学軸ＡＸＰの近くにある
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光学軸ＡＸＣＡＭを有するカメラＣＡＭにより記録される。センサ表面ｒｅｔｉｎａ上で
反射された発光パターンＡ３のシャープネスが決定される。
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